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○滋賀県環境影響評価条例施行規則 

平成10年12月24日 

滋賀県規則第75号 

滋賀県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。 

滋賀県環境影響評価条例施行規則 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第１章の２ 環境影響評価方法書の作成前の手続（第４条の２―第４条の８） 

第２章 環境影響評価に関する手続 

第１節 環境影響評価方法書（第４条の９―第９条） 

第２節 環境影響評価準備書（第９条の２―第23条） 

第３節 環境影響評価書（第24条―第29条の２） 

第３章 対象事業の内容の修正等の手続（第30条―第36条） 

第４章 環境の保全の配慮および事後調査報告書（第37条―第39条の２） 

第５章 滋賀県環境影響評価審査会（第40条―第45条） 

第６章 都市計画に定められる対象事業に関する特例（第45条の２―第49条） 

第７章 法対象事業等についての手続（第50条―第53条） 

第８章 雑則（第54条―第56条） 

付則 

第１章 総則 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、滋賀県環境影響評価条例（平成10年滋賀県条例第40号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（対象事業） 

第３条 条例別表第17号の規則で定める事業の種類は、次に掲げるものとする。 

(1) 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第１項に規定する都市公園の設置および

変更の事業 

(2) スキー場の設置および規模の変更の事業 
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第４条 条例第２条第２項第１号の規則で定める事業は、別表第１の左欄に掲げる事業の

種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。 

２ 条例第２条第２項第２号に規定する事業群は、次の各号のいずれにも該当する２以上

の事業により構成される事業の集合とする。 

(1) 一の計画において位置付けられていること。 

(2) 一の事業に係る工事の着手の時期と他の事業に係る工事の着手の時期との間隔がお

おむね３年以内であること。 

(3) 一の事業が実施されるべき区域と他の事業が実施されるべき区域とが隣接している

こと（道路（車線の数が２以下であるものに限る。）、公共の用に供する水路（幅が

おおむね10メートル以下であるものに限る。）または当該事業の集合を構成する事業

が実施されるべき区域を介して隣接していることを含む。）または当該事業の実施

後、一の事業において利用する自動車の駐車のための施設その他の施設を他の事業に

おいても利用すること。 

３ 条例第２条第２項第２号に規定する規模が大きく、事業群の総体としての環境影響の

程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものは、当該事業群を構

成する事業が実施されるべき区域の面積の合計が20ヘクタール以上であるものとする。 

４ 条例第２条第２項第２号に規定する複合開発事業を構成する一の事業であって、規則

で定めるものは、その事業が実施されるべき区域（以下「事業区域」という。）の面積

が15ヘクタール以上であるものとする。 

（一部改正〔平成11年規則15号〕） 

第１章の２ 環境影響評価方法書の作成前の手続 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（配慮書についての公告の方法） 

第４条の２ 条例第５条の４第２項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方

法により行うものとする。 

(1) 滋賀県公報に登載すること。 

(2) 官報に掲載すること。 

(3) 関係する市町の協力を得て、当該市町の公報または広報紙に掲載すること。 

(4) 日刊新聞紙に掲載すること。 

(5) 県の掲示板に掲示することまたは関係する市町の協力を得て、当該市町の掲示板に

掲示すること。 
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（追加〔平成26年規則５号〕） 

（配慮書について公告する事項） 

第４条の３ 条例第５条の４第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 配慮対象事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名およ

び主たる事務所の所在地） 

(2) 配慮対象事業の名称、種類および規模 

(3) 事業実施想定区域 

(4) 配慮書およびこれを要約した書類（以下「配慮書等」という。）の縦覧の場所、期

間および時間 

(5) 配慮対象事業者が条例第５条の５第１項の規定により意見を求める場合には、次に

掲げる事項 

ア 配慮書について環境の保全の見地からの意見を提出することができる旨 

イ 意見の提出方法、提出期限および提出先その他意見の提出に関し必要な事項 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（配慮書等の縦覧） 

第４条の４ 条例第５条の４第２項の規定により配慮書等を縦覧に供する場所は、次に掲

げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 

(1) 県の庁舎その他の県の施設 

(2) 関係する市町の協力が得られた場合にあっては、当該市町の庁舎その他の当該市町

の施設 

(3) 配慮対象事業者の事務所 

(4) 前３号に掲げるもののほか、配慮対象事業者が利用できる適切な施設 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（配慮書等の公表） 

第４条の５ 条例第５条の４第２項の規定による配慮書等の公表は、次に掲げる方法のう

ち適切な方法により行うものとする。 

(1) 配慮対象事業者のウェブサイトへの掲載 

(2) 県のウェブサイトへの掲載 

(3) 関係する市町の協力が得られた場合にあっては、当該市町のウェブサイトに掲載す

ること。 

２ 前項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定
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めて行うものとする。 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（配慮書についての知事の意見の提出期間） 

第４条の６ 条例第５条の６第１項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して90日間とする。 

(1) 配慮対象事業者が条例第５条の５第１項の規定により意見を求めた場合 同条第２

項に規定する書類の送付を受けた日 

(2) 配慮対象事業者が条例第５条の５第１項に規定する意見を求めなかった場合 条例

第５条の４第２項の規定による公告をした日 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（配慮対象事業の廃止等についての公告） 

第４条の７ 第４条の２の規定は、条例第５条の７第１項の規定による公告について準用

する。 

２ 条例第５条の７第１項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとす

る。 

(1) 配慮対象事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名およ

び主たる事務所の所在地） 

(2) 配慮対象事業の名称、種類および規模 

(3) 条例第５条の７第１項各号のいずれかに該当することとなった旨および該当した号 

(4) 条例第５条の７第１項第４号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに配慮

対象事業者となった者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名

および主たる事務所の所在地） 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（条例第５条の７第１項第３号の規則で定める場合） 

第４条の８ 条例第５条の７第１項第３号の規則で定める場合は、複合開発事業を構成す

る事業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合とする。 

(1) 他の事業が実施されないこととなったとき。 

(2) 他の事業が実施されるべき区域の位置が変更されたとき。 

(3) 事業に係る工事に着手しようとする時期を変更し、または当該時期が変更されたと

き。 

（追加〔平成26年規則５号〕） 
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第２章 環境影響評価に関する手続 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

第１節 環境影響評価方法書 

（全部改正〔平成25年規則19号〕） 

（条例第６条第１項第11号の規則で定める事項） 

第４条の９ 条例第６条第１項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 条例第５条の５第１項に規定する意見を求めなかった場合には、その理由 

(2) 条例第５条の２の規定による配慮対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針

で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およびその

内容 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（方法書についての公告の方法） 

第５条 第４条の２の規定は、条例第７条の規定による公告について準用する。 

（全部改正〔平成26年規則５号〕） 

（方法書等の縦覧） 

第６条 第４条の４の規定は、条例第７条の規定による縦覧について準用する。この場合

において、第４条の４中「配慮書等」とあるのは「方法書およびこれを要約した書類

（以下「方法書等」という。）」と、同条第３号および第４号中「配慮対象事業者」と

あるのは「事業者」と読み替えるものとする。 

（全部改正〔平成26年規則５号〕） 

（方法書について公告する事項） 

第７条 条例第７条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 対象事業実施区域 

(4) 調査地域の範囲 

(5) 方法書等の縦覧の場所、期間および時間 

(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨 

(7) 意見書の提出期限および提出先その他意見書の提出に関し必要な事項 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕） 
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（方法書等の公表） 

第７条の２ 第４条の５第１項の規定は、条例第７条の規定による公表について準用す

る。この場合において、同項中「配慮書等」とあるのは「方法書等」と、同項第１号中

「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。 

（全部改正〔平成26年規則５号〕） 

（方法書説明会の開催） 

第７条の３ 条例第７条の２第１項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明

会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時および場所を定めるものとし、調査地

域に２以上の学区が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、

方法書説明会を開催すべき地域を２以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するもの

とする。 

（追加〔平成25年規則19号〕） 

（方法書説明会の開催の公告） 

第７条の４ 第４条の２の規定は、条例第７条の２第２項の規定による公告について準用

する。 

２ 条例第７条の２第２項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとす

る。 

(1) 事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 対象事業実施区域 

(4) 調査地域の範囲 

(5) 方法書説明会の開催を予定する日時および場所 

（追加〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則５号〕） 

（責めに帰することができない事由） 

第７条の５ 条例第７条の２第４項の事業者の責めに帰することができない事由であって

規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。 

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であるこ

と。 

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書

説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。 
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（追加〔平成25年規則19号〕） 

（意見書の提出） 

第８条 条例第８条第１項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名および住所（法人その他の団体にあっては、そ

の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地） 

(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称 

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見 

２ 前項第３号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。 

３ 意見書を提出する場所は、事業者の事務所および縦覧期間における縦覧の場所とす

る。 

（一部改正〔平成25年規則19号〕） 

（方法書についての知事の意見の提出期間） 

第９条 条例第９条第１項の規則で定める期間は、90日とする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕） 

第２節 環境影響評価準備書 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（条例第12条第１項第10号の規則で定める事項） 

第９条の２ 第４条の９の規定は、条例第12条第１項第10号の規則で定める事項について

準用する。 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（準備書についての公告および縦覧） 

第10条 第４条の２の規定は、条例第14条の規定による公告について準用する。 

２ 第４条の４の規定は、条例第14条の規定による縦覧について準用する。この場合にお

いて、第４条の４中「配慮書等」とあるのは「準備書およびこれを要約した書類（以下

「準備書等」という。）」と、同条第３号および第４号中「配慮対象事業者」とあるの

は「事業者」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年５号〕） 

（準備書について公告する事項） 

第11条 条例第14条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 
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(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 対象事業実施区域 

(4) 関係地域の範囲 

(5) 準備書等の縦覧の場所、期間および時間 

(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨 

(7) 意見書の提出期限および提出先その他意見書の提出に関し必要な事項 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕） 

（準備書等の公表） 

第11条の２ 第４条の５第１項の規定は、条例第14条の規定による公表について準用す

る。この場合において、第４条の５第１項中「配慮書等」とあるのは「準備書等」と、

同項第１号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則５号〕） 

（準備書説明会の開催） 

第12条 第７条の３の規定は、条例第15条第１項に規定する準備書説明会の開催について

準用する。この場合において、第７条の３中「第７条の２第１項」とあるのは「第15条

第１項」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「調査地域」とあるの

は「関係地域」と読み替えるものとする。 

２ 第４条の２の規定は、条例第15条第２項において読み替えて準用する条例第７条の２

第２項の規定による公告について準用する。 

３ 第７条の４第２項の規定は、条例第15条第２項において読み替えて準用する条例第７

条の２第２項の規定による公告について準用する。この場合において、第７条の４第２

項第４号中「調査地域」とあるのは「関係地域」と、同項第５号中「方法書説明会」と

あるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年５号〕） 

（責めに帰することができない事由等） 

第13条 第７条の５の規定は、条例第15条第２項において準用する条例第７条の２第４項

の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第

７条の５中「方法書説明会」とあるのは、「準備書説明会」と読み替えるものとする。 

２ 条例第15条第２項において読み替えて準用する条例第７条の２第４項の規定による準

備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 

(1) 要約書の求めに応じて提供することを周知した後、要約書の求めに応じて提供する
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こと。 

(2) 関係地域において要約書を回覧すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕） 

（意見書の提出） 

第14条 第８条の規定は、条例第16条第１項の意見書について準用する。この場合におい

て、第８条第１項第２号および第３号中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替え

るものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕） 

（見解書についての公告および縦覧） 

第15条 第４条の２の規定は、条例第16条第３項の規定による公告について準用する。 

２ 第４条の４の規定は、条例第16条第３項の規定による縦覧について準用する。この場

合において、第４条の４中「配慮書等」とあるのは「見解書」と、同条第３号および第

４号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年５号〕） 

（見解書について公告する事項） 

第16条 条例第16条第３項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 対象事業実施区域 

(4) 見解書の縦覧の場所、期間および時間 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（公聴会を開催する必要がない場合） 

第17条 条例第17条第１項ただし書の公聴会を開催する必要がない場合として規則で定め

る場合は、提出された意見のすべてが次のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 環境の保全の見地からの意見でないと知事が認める場合 

(2) 対象事業についての意見でないと知事が認める場合 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（公聴会の開催） 

第18条 条例第17条第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 
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(1) 事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 対象事業実施区域 

(4) 公聴会において意見を聴こうとする事項 

(5) 公聴会における意見の申出に関する事項 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（意見の申出） 

第19条 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会を開催する日の10日前まで

に、意見の要旨ならびに住所、氏名、年齢および意見を述べるために必要な時間を記載

した書面を知事に提出するものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（公述人の選定） 

第20条 知事は、前条の規定により書面を提出した者の数および意見の内容の類似性を考

慮して、同条の規定により書面を提出した者のうちから、公聴会で意見を述べることが

できる者（以下「公述人」という。）を選定するものとする。 

２ 知事は、公聴会の運営に関し必要があると認めるときは、あらかじめ意見を述べるこ

とができる時間を制限することができる。 

３ 知事は、前１項の規定により公述人を選定したとき、または前項の規定により意見を

述べることができる時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（公聴会の議長） 

第21条 公聴会の議長は、知事がその職員のうちから指名する。 

２ 議長は、条例第17条第５項の書面に署名するものとする。 

３ 議長は、公述人が第18条第４号に掲げる事項以外の事項について発言したときは、そ

の発言を制止し、または禁止し、これに従わないときは、退場を命ずることができる。 

４ 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制

限し、または公聴会の秩序を乱し、もしくは不穏当な言動をした者に退場を命ずること

ができる。 

５ 前２項に規定するもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必要な措置をとることが

できる。 
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（追加〔平成11年規則15号〕） 

（公聴会の取りやめ） 

第22条 知事は、第19条の規定による書面の提出がないとき、その他やむを得ない理由が

あると認めるときは、公聴会の開催を取りやめることができる。 

２ 知事は、前項の規定により公聴会の開催を取りやめたときは、その旨およびその理由

を公告するとともに、事業者および関係市町長に通知するものとする。 

３ 第４条の２の規定は、前項の規定による公告について準用する。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則１号・26年５号〕） 

（準備書についての知事の意見の提出期間） 

第23条 条例第18条第１項の規則で定める期間は、120日とする。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

第３節 環境影響評価書 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（条例第19条第１項第１号の規則で定める軽微な修正等） 

第24条 条例第19条第１項第１号の規則で定める軽微な修正は、別表第２の左欄に掲げる

対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の

右欄に掲げる要件に該当するもの（当該修正後の対象事業について条例第13条第１項の

規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係

る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度

を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。）とする。 

２ 条例第19条第１項第１号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。 

(1) 前項に規定する修正 

(2) 別表第２の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の

諸元の修正以外の修正 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該

修正後の対象事業について、条例第13条第１項の規定を適用した場合における同項の

地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外

の市町長が含まれていないもの 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則１号〕） 

（評価書についての知事の意見の提出期間） 

第25条 条例第20条第１項の規則で定める期間は、60日とする。 
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（追加〔平成11年規則15号〕） 

（条例第21条第１項第１号の規則で定める軽微な修正等） 

第26条 第24条第１項の規定は、条例第21条第１項第１号の規則で定める軽微な修正につ

いて準用し、第24条第２項の規定は、条例第21条第１項第１号の規則で定める修正につ

いて準用する。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（条例第22条第２項の規則で定める行為） 

第27条 条例第22条第２項の規則で定める行為は、別表第３の左欄に掲げる事業の種類ご

とにそれぞれ同表の中欄に掲げる行為のうち、対象事業において最初に行う行為とす

る。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（評価書についての公告および縦覧） 

第28条 第４条の２の規定は、条例第22条第２項の規定による公告について準用する。 

２ 第４条の４の規定は、条例第22条第２項の規定による縦覧について準用する。この場

合において、第４条の４中「配慮書等」とあるのは「評価書およびこれを要約した書類

（以下「評価書等」という。）」と、同条第３号および第４号中「配慮対象事業者」と

あるのは「事業者」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年５号〕） 

（評価書について公告する事項） 

第29条 条例第22条第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 対象事業実施区域 

(4) 評価書等の縦覧の場所、期間および時間 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕） 

（評価書等の公表） 

第29条の２ 第４条の５第１項の規定は、条例第22条第２項の規定による公表について準

用する。この場合において、第４条の５第１項中「配慮書等」とあるのは「評価書等」

と、同項第１号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則５号〕） 
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第３章 対象事業の内容の修正等の手続 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（条例第23条第１項ただし書の規則で定める軽微な修正等） 

第30条 第24条第１項の規定は、条例第23条第１項ただし書の規則で定める軽微な修正に

ついて準用し、第24条第２項の規定は、条例第23条第１項ただし書の規則で定める修正

について準用する。この場合において、第24条第１項および同条第２項第３号中「同項

の地域」とあるのは、「同項の地域（条例第13条第１項の規定により準備書が送付され

るまでにあっては、調査地域）」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕） 

（条例第24条の規則で定める場合） 

第31条 条例第24条の規則で定める場合は、対象事業実施区域およびその周辺の土地の利

用に変化がなく、環境の状況が変化していないことが明らかな場合とする。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（条例第25条第２項の規則で定める軽微な変更等） 

第32条 条例第25条第２項の規則で定める軽微な変更は、別表第４の左欄に掲げる対象事

業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に

掲げる要件に該当するもの（当該変更後の対象事業について条例第13条第１項の規定を

適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該

地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度を超え

て増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。）とする。 

２ 条例第25条第２項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。 

(1) 前項に規定する変更 

(2) 別表第４の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の

諸元の変更以外の変更 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更（緑地その他の

緩衝空地を増加するものに限る。）であって、当該変更後の対象事業について、条例

第13条第１項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更

前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則１号〕） 

（環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告） 

第33条 第４条の２の規定は、条例第26条第３項の規定による公告について準用する。 
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２ 条例第26条第３項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 条例第26条第１項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨およ

び行うこととした手続 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成26年規則５号〕） 

第34条 第４条の２の規定は、条例第27条第５項の規定による公告について準用する。 

２ 条例第27条第５項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 条例第27条第１項または第２項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこと

とした旨ならびに行うこととした手続および対象事業のうち当該手続を行うこととし

た部分 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成26年規則５号〕） 

（条例第28条第１項第３号の規則で定める場合） 

第35条 条例第28条第１項第３号の規則で定める場合は、複合開発事業を構成する事業が

次の各号のいずれかに該当することとなった場合とする。 

(1) 他の事業が実施されないこととなったとき。 

(2) 他の事業が実施されるべき区域の位置が変更されたとき。 

(3) 事業に係る工事に着手しようとする時期を変更し、または当該時期が変更されたと

き。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（対象事業の廃止等についての公告） 

第36条 第４条の２の規定は、条例第28条第２項の規定による公告について準用する。 

２ 条例第28条第２項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 事業者（条例第28条第１項第４号に該当することとなった場合にあっては、引継ぎ

前の事業者）の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主

たる事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 
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(3) 条例第28条第１項各号のいずれかに該当することとなった旨および該当した号 

(4) 条例第28条第１項第４号に該当することとなった場合にあっては、引継ぎにより新

たに事業者となった者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名

および主たる事務所の所在地） 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成26年規則５号〕） 

第４章 環境の保全の配慮および事後調査 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（条例第29条第１項の規則で定める行為） 

第37条 条例第29条第１項の規則で定める行為は、別表第３の左欄に掲げる事業の種類ご

とにそれぞれ同表の右欄に掲げる行為および別表第５の左欄に掲げる区域等が対象事業

実施区域に含まれる場合における同表の右欄に掲げる行為とする。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（環境保全の効果が不確実な措置等） 

第37条の２ 条例第32条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 希少な動植物の生息環境または生育環境の保全に係る措置 

(2) 希少な動植物の保護のために必要な措置 

(3) 前２号に掲げるもののほか、回復することが困難であるためその保全が特に必要と

認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置であって、その効果が確実でない

もの 

（追加〔平成25年規則19号〕） 

（事後調査報告書についての公告および縦覧） 

第38条 第４条の２の規定は、条例第32条の２第２項の規定による公告について準用す

る。 

２ 第４条の４の規定は、条例第32条の２第２項の規定による縦覧について準用する。こ

の場合において、第４条の４中「配慮書等」とあるのは「事後調査報告書」と、同条第

３号および第４号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者等」と読み替えるものとす

る。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年５号〕） 

（事後調査報告書について公告する事項） 

第39条 条例第32条の２第２項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業者等の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主た
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る事務所の所在地） 

(2) 対象事業の名称、種類および規模 

(3) 対象事業が実施された区域 

(4) 対象事業に係る工事の実施中および当該工事の完了後において環境の状況を把握す

るための調査の実施期間 

(5) 事後調査報告書の縦覧の場所、期間および時間 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕） 

（事後調査報告書の公表） 

第39条の２ 第４条の５第１項の規定は、条例第32条の２第２項の規定による公表につい

て準用する。この場合において、第４条の５第１項中「配慮書等」とあるのは「事後調

査報告書」と、同項第１号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者等」と読み替える

ものとする。 

（追加〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則５号〕） 

第５章 滋賀県環境影響評価審査会 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（審査会の会長および副会長） 

第40条 審査会に会長および副会長各１人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（一部改正〔平成11年規則15号〕） 

（会議） 

第41条 審査会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 審査会は、必要があるときは、事業者および法対象事業者に対し、会議に出席し必要

な説明を行うことを求めることができる。 

（一部改正〔平成11年規則15号〕） 

（小委員会） 
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第42条 審査会は、その定めるところにより、その所掌事務を分掌させるため、小委員会

を置くことができる。 

２ 小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員の互選によって定める。 

４ 委員長は、小委員会の事務を掌理し、小委員会の所掌事務に係る審査および調査審議

の経過および結果を会長に報告するものとする。 

５ 審査会は、その定めるところにより、小委員会の決議をもって審査会の決議とするこ

とができる。 

６ 前条の規定は、小委員会について準用する。この場合において、同条第１項および第

２項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。 

（一部改正〔平成11年規則15号〕） 

（専門部会） 

第43条 会長が必要と認めるときは、審査会に、専門の事項について、審査し、または調

査審議するため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によって定める。 

４ 第41条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条第１項および

第２項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。 

（一部改正〔平成11年規則15号〕） 

（庶務） 

第44条 審査会の庶務は、琵琶湖環境部において処理する。 

（一部改正〔平成11年規則15号・15年43号〕） 

（会長への委任） 

第45条 第40条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。 

（一部改正〔平成11年規則15号〕） 

第６章 都市計画に定められる対象事業に関する特例 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（都市計画に係る配慮対象事業に関する特例） 

第45条の２ 条例第35条の２第１項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項に

ついての検討その他の手続を行う場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定が適
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用されるときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。この場合において、条例第５条の３第２項ならびに第５条の７第１項第４号および

第２項の規定は、適用しない。 

第5条の2 第2条第2項各号に掲

げる事業（法第2条第

2項に規定する第1種

事業および法第3条の

10第1項の規定による

通知がなされた法第2

条第3項に規定する第

2種事業を除く。以下

「配慮対象事業」とい

う。）を実施しようと

する者（委託に係る配

慮対象事業にあって

は、その委託をしよう

とする者。以下「配慮

対象事業者」とい

う。）は、当該配慮対

象事業 

第35条の2第1項に規定する都市計画決

定権者（以下「都市計画決定権者」とい

う。）は、第2条第2項各号に掲げる事業

（法第2条第2項に規定する第1種事業お

よび法第3条の10第1項の規定による通

知がなされた法第2条第3項に規定する第

2種事業を除く。以下「配慮対象事業」

という。）を都市計画法（昭和43年法律

第100号）の規定により都市計画に定め

ようとする場合における当該都市計画に

係る配慮対象事業（以下「都市計画配慮

対象事業」という。） 

配慮対象事業が 都市計画配慮対象事業が 

配慮対象事業の 都市計画配慮対象事業の 

おける当該配慮対象事

業 

おける当該都市計画配慮対象事業 

第5条の3第1項、第5条の

4、第5条の5、第5条の6第

1項、第5項および第7項な

らびに第5条の7第1項 

配慮対象事業者 都市計画決定権者 

第5条の3第1項第1号 氏名および住所（法人

にあっては、その名

称、代表者の氏名およ

名称 



19/58 

び主たる事務所の所在

地） 

第5条の3第1項第2号およ

び第3号 

配慮対象事業 都市計画配慮対象事業 

第5条の7第1項第1号 配慮対象事業を実施し

ない 

都市計画配慮対象事業を都市計画に定め

ない 

２ 前項に規定する場合において、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定が適用されると

きは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合

において、第４条の７第２項第４号の規定は、適用しない。 

第4条の2から第4条の4ま

でおよび第4条の5第1項 

条例第5条の4第2項 第45条の2第1項の規定により読み替え

て適用される条例第5条の4第2項 

第4条の3第1号および第5

号、第4条の4第3号および

第4号、第4条の5第1項第1

号、第4条の6第1号および

第2号ならびに第4条の7第

2項第1号 

配慮対象事業者 都市計画決定権者 

第4条の3第1号および第4

条の7第2項第1号 

氏名および住所（法人

にあっては、その名

称、代表者の氏名およ

び主たる事務所の所在

地） 

名称 

第4条の3第2号および第4

条の7第2項第2号 

配慮対象事業 都市計画配慮対象事業 

第4条の6 条例第5条の6第1項 第45条の2第1項の規定により読み替え

て適用される条例第5条の6第1項 

第4条の6第1号および第2

号 

条例第5条の5第1項 第45条の2第1項の規定により読み替え

て適用される条例第5条の5第1項 

第4条の6第2号 条例第5条の4第2項 第45条の2第1項の規定により読み替え

て適用される条例第5条の4第2項 

第4条の7第1項 第4条の2 第45条の2第2項の規定により読み替え
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て適用される第4条の2 

第4条の7 条例第5条の7第1項の 第45条の2第1項の規定により読み替え

て適用される条例第5条の7第1項の 

第4条の7第2項第3号 条例第5条の7第1項各

号 

第45条の2第1項の規定により読み替え

て適用される条例第5条の7第1項第1号

から第3号まで 

第4条の8 条例第5条の7第1項第

3号 

第45条の2第1項の規定により読み替え

て適用される条例第5条の7第1項第3号 

（追加〔平成26年規則５号〕） 

（都市計画に係る対象事業に関する特例） 

第46条 条例第36条第１項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を

行う場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定が適用されるときは、同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合において、条例第

６条第２項、第12条第２項、第28条第１項第４号および同条第３項の規定は適用しな

い。 

第6条第1項および第3項、第7

条、第7条の2第1項から第5項

まで、第8条第1項および第2

項、第9条第1項および第5

項、第10条、第11条、第12

条第1項、第13条第1項および

第3項から第5項まで、第14

条、第15条、第16条第1項お

よび第2項、第17条第2項から

第4項まで、第18条第1項、第

19条、第20条第1項および第

4項ならびに第21条から第24

条まで 

事業者 都市計画決定権者 

第6条第1項 配慮対象事業 都市計画配慮対象事業 

決定し、対象事業 決定し、第36条第1項の対象事業

または対象事業に係る施設（第23
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条第1項および第28条第1項第1号

において「対象事業等」とい

う。）を都市計画法の規定により

都市計画に定めようとする場合に

おける当該都市計画に係る対象事

業（以下「都市計画対象事業」と

いう。） 

第6条第1項第1号 氏名および住所（法人に

あっては、その名称、代

表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

名称 

第6条第1項第2号、第3号、第

5号および第10号、第10条第

1項、第11条、第12条第1

項、第13条第1項、第19条第

1項第3号、第21条第1項第3

号ならびに第24条 

対象事業 都市計画対象事業 

第6条第1項第4号 対象事業が 都市計画対象事業が 

第22条第1項 関係市町長 関係市町長および第36条第1項の

事業者 

第23条第1項 修正しよう 修正して対象事業等を都市計画法

の規定により都市計画に定めよう 

第25条第1項 を行う が行われる 

第25条第2項および第4項なら

びに第26条第1項 

を行って が行われて 

第25条第4項 を行い が行われ 

第28条第1項 事業者は、第7条の規定に

よる公告を行ってから 

都市計画決定権者および事業者

は、都市計画決定権者にあっては

規則で定めるところにより読み替

えて適用される第7条の規定によ

る公告を行ってから規則で定める
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ところにより読み替えて適用され

る第22条第1項の規定による公告

を行うまでの間において、事業者

にあっては同項の規定による公告

が行われてから 

第28条第1項第1号 対象事業を実施しない 都市計画決定権者にあっては対象

事業等を都市計画に定めないこと

としたとき、事業者にあっては対

象事業を実施しない 

第28条第2項 事業者 都市計画決定権者または事業者 

第32条 第22条第2項の規定による

公告を行った 

規則で定めるところにより読み替

えて適用される第22条第2項に規

定する評価書および要約書の送付

を受けた第36条第1項の 

第32条および第32条の2 事業者等 都市計画事業者 

２ 前項に規定する場合において、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定が適用されると

きは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合

において、第36条第２項第４号の規定は、適用しない。 

第6条、第7条の2、第10条第

2項、第11条の2、第15条第2

項、第28条第2項および第29

条の2 

「事業者 「都市計画決定権者 

第7条第1号、第7条の3、第7

条の4第2項第1号、第7条の

5、第11条第1号、第13条第1

項、第16条第1号、第18条第

1号、第22条第2項および第

29条第1号 

事業者 都市計画決定権者 

第7条第1号、第7条の4第2項

第1号、第11条第1号、第16

条第1号、第18条第1号および

氏名および住所（法人に

あっては、その名称、代

表者の氏名および主たる

名称 
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第29条第1号 事務所の所在地 

第7条第2号、第7条の4第2項

第2号、第11条第2号、第16

条第2号、第17条第2号、第

18条第2号、第27条、第29条

第2号ならびに第36条第2項第

2号 

対象事業 都市計画対象事業 

第7条の2 条例第7条 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第7条 

第7条の3 条例第7条の2第1項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第7条の2第1

項 

第7条の4 条例第7条の2第2項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第7条の2第2

項 

第7条の5 条例第7条の2第4項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第7条の2第4

項 

第8条 条例第8条第1項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第8条第1項 

第9条 条例第9条第1項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第9条第1項 

第9条の2 条例第12条第1項第10号 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第12条第1項

第10号 

第10条、第11条および第11

条の2 

条例第14条 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第14条 

第12条第1項 条例第15条第1項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第15条第1項 

第7条の2 条例第7条の2 

「第15条第1項 「第46条第1項の規定により読み
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替えて適用される条例第15条第1

項 

第12条第2項および第3項なら

びに第13条 

条例第15条第2項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第15条第2項 

第14条 条例第16条第1項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第16条第1項 

第18条 条例第17条第2項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第17条第2項 

第23条 条例第18条第1項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第18条第1項 

第25条 条例第20条第1項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第20条第1項 

第27条から第29条の2まで 条例第22条第2項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第22条第2項 

第30条 条例第23条第1項ただし書 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第23条第1項

ただし書 

第30条および第32条 条例第13条第1項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第13条第1項 

第31条 条例第24条 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第24条 

第32条 条例第25条第2項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第25条第2項 

第35条 条例第28条第1項第3号 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第28条第1項

第3号 

第36条 条例第28条第2項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第28条第2項 

第36条第2項第1号 事業者（ 都市計画決定権者の名称または事

業者（ 
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第36条第2項第2号 対象事業 都市計画対象事業または対象事業 

第36条第2項第3号 条例第28条第1項各号 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第28条第1項

第1号から第3号まで 

第37条の2 条例第32条 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第32条 

第38条および第39条 条例第32条の2第2項 第46条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第32条の2第2

項 

第38条第2項および第39条第

1号 

事業者等 都市計画事業者 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則１号・25年19号・26年

５号〕） 

第47条 条例第36条第１項の規定により、都市計画決定権者が、前条第１項の規定により

読み替えて適用される条例第22条第２項の規定による公告を行った後に、前条第１項の

規定により読み替えて適用される条例第６条第１項第３号に掲げる事項の変更に係る都

市計画の変更をする場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定が適用されるとき

は、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合に

おいて、条例第27条第３項第１号の規定は適用しない。 

第25条第2項 事業者は、第22条第2項 都市計画決定権者は、規則で定め

るところにより読み替えて適用さ

れる第22条第2項 

第25条第2項および第4項な

らびに第27条第2項および同

条第3項第2号 

第6条第1項第3号 規則で定めるところにより読み替

えて適用される第6条第1項第3号 

第25条第2項 を変更しよう の変更に係る都市計画を変更しよ

う 

第25条第2項および第3項な

らびに第27条第2項 

当該変更 当該事項の変更 

第25条第3項および第27条 事業者 都市計画決定権者 

第25条第4項 第1項の規定は、第22条第第25条第1項の規定は、都市計画決
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2項 定権者が規則で定めるところによ

り読み替えて適用される第22条第2

項 

第25条第4項 当該事業 当該事業に係る都市計画を変更し

ようとする場合における当該都市

計画に係る事業 

第25条第4項 事業者 都市計画に係る事業者 

第25条第4項 第1項中 第25条第1項中「第22条第2項」と

あるのは「規則で定めるところに

より読み替えて適用される第22条

第2項」と、 

第25条第4項 を行い が行われ 

第25条第4項 行うものに限る。）」 行われるものに限る。）」と、

「を行う」とあるのは「が行われ

る」と、「第19条第1項」とあるの

は「規則で定めるところにより読

み替えて適用される第19条第1項」 

第27条第2項および同条第3

項第2号 

変更しよう 変更して対象事業等を都市計画法

の規定により都市計画に定めよう 

第27条第2項および第3項 対象事業 都市計画対象事業 

第27条第2項および第3項 に着手し が着手され 

第27条第2項 第6条から 規則で定めるところにより読み替

えて適用される第6条から 

２ 前項に規定する場合において、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定が適用されると

きは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第32条 条例第25条第2項 第47条第1項の規定により読み替

えて適用される条例第25条第2項 

第34条第2項第1号 事業者 都市計画決定権者 

氏名および住所（法人に

あっては、その名称、代

名称 
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表者の氏名および主たる

事務所の所在地） 

第34条第2項第2号 対象事業 都市計画対象事業 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年５号〕） 

第48条 第46条第１項の規定により読み替えて適用される条例第14条の規定による公告は

都市計画法（昭和43年法律第100号）第17条第１項（同法第21条第２項において準用す

る場合および同法第22条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規

定による公告と、第46条第１項の規定により読み替えて適用される条例第22条第２項の

規定による公告は都市計画法第20条第１項（同法第21条第２項において準用する場合お

よび同法第22条第１項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による

告示と併せて行うものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

第49条 事業者が条例第６条第３項の規定による実施計画書の送付を行ってから条例第14

条の規定による準備書の公告を行うまでの間において、当該実施計画書に係る対象事業

を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が知事、実施計画書または準備書の送付

を受けた市町長および事業者にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業

についての条例第36条第１項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。 

２ 前項の場合において、都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うこととし

たときは、同項の通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計

画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に

対して行われたものとみなす。 

３ 事業者が条例第14条の規定による準備書の公告を行ってから条例第22条第２項の規定

による公告を行うまでの間において、第１項の都市計画につき都市計画法第17条第１項

の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続

き条例第３章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第36条第１

項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第22条第２項の規定によ

る公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る評価書を送付しなけ

ればならない。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則１号〕） 

第７章 法対象事業等についての手続 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔令和４年規則８号〕） 
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（法第19条の書類についての公告） 

第50条 条例第39条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 法対象事業者の氏名および住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名および

主たる事務所の所在地） 

(2) 法対象事業の名称、種類および規模 

(3) 法対象事業が実施されるべき区域 

(4) 法第19条の書類の縦覧の場所、期間および時間 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（法対象事業についての公聴会を開催する必要がない場合として規則で定める場合） 

第51条 第17条の規定は、条例第39条第２項ただし書に規定する公聴会を開催する必要が

ない場合として規則で定める場合について準用する。この場合において、第17条第２号

中「対象事業」とあるのは、「法対象事業」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

（法対象事業についての公聴会の開催） 

第52条 第18条から第22条までの規定は、条例第39条第３項において準用する条例第17

条第２項および第６項の規定による公聴会の開催等について準用する。この場合におい

て、第18条第１号中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、同条第２号中「対象事

業」とあるのは「法対象事業」と、同条第３号中「対象事業実施区域」とあるのは「法

対象事業が実施されるべき区域」と、第22条第２項中「事業者および関係市町長」とあ

るのは「法対象事業者および法対象関係市町長」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則１号〕） 

（法対象報告書の公告等） 

第53条 第４条の２の規定は、条例第43条第２項において準用する条例第32条の２第２項

の規定による公告について準用する。 

２ 第４条の４の規定は、条例第43条第２項において準用する条例第32条の２第２項の規

定による縦覧について準用する。この場合において、第４条の４中「配慮書等」とある

のは「法対象報告書」と、同条第３号および第４号中「配慮対象事業者」とあるのは

「法対象事業者」と読み替えるものとする。 

３ 第39条の規定は、条例第43条第２項において準用する条例第32条の２第２項の規則で

定める事項について準用する。この場合において、第39条第１号中「事業者等」とある

のは「法対象事業者」と、同条第２号から第４号までの規定中「対象事業」とあるのは
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「法対象事業」と、同条第５号中「事後調査報告書」とあるのは「法対象報告書」と読

み替えるものとする。 

４ 第４条の５第１項の規定は、条例第43条第２項において準用する条例第32条の２第２

項の規定による公表について準用する。この場合において、第４条の５第１項中「配慮

書等」とあるのは「法対象報告書」と、同項第１号中「配慮対象事業者」とあるのは

「法対象事業者」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年５号〕） 

第８章 雑則 

（追加〔令和３年規則69号〕） 

（身分を示す証明書の様式） 

第54条 条例第45条第２項に規定する証明書の様式は、環境省の所管する法律の規定に基

づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令（令

和３年環境省令第２号）別記様式の規定の例による。 

（追加〔令和３年規則69号〕） 

（条例第52条第１項の規則で定める軽微な修正等） 

第55条 第24条第１項の規定は条例第52条第１項の規則で定める軽微な修正について、第

24条第２項の規定は条例第52条第１項の規則で定める修正についてそれぞれ準用する。 

（追加〔令和３年規則69号〕） 

（条例第53条第２項の規則で定める地域） 

第56条 条例第53条第２項の規則で定める地域は、都市計画法第８条第１項第１号に掲げ

る工業専用地域（以下この項において「工業専用地域」という。）もしくは同法第４条

第１項に規定する都市計画において工業専用地域に指定する手続が開始されている地域

または同法第12条の４第１項第１号に掲げる地区計画（以下この項において「地区計

画」という。）において工業専用地域に相当する建築物の用途の制限が行われている地

域もしくは地区計画において工業専用地域に相当する建築物の用途の制限を行う地域と

する手続が開始されている地域であって、次に掲げる区域または地域を含まないものと

する。 

(1) 砂防法（明治30年法律第29号）第２条の規定により指定された土地の区域 

(2) 自然公園法（昭和32年法律第161号）第２条第１号に規定する自然公園の区域（以

下「自然公園区域」という。） 

(3) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項に規定する地すべり防止区
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域 

(4) 河川法（昭和39年法律第167号）第６条第１項に規定する河川区域（水質汚濁防止

法（昭和45年法律第138号）第16条第１項に規定する測定計画において同条第２項に

規定する測定の地点が定められている河川法第３条第１項に規定する河川（本流に限

り、琵琶湖を除く。）に係るものに限る。）の境界から200メートル以内の区域 

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１

項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

(6) 自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第14条第１項に規定する原生自然環境保

全地域または同法第22条第１項に規定する自然環境保全地域 

(7) 国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第９条第２項第３号に掲げる森林地域（以

下「森林地域」という。） 

(8) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律

第57号）第７条第１項に規定する土砂災害警戒区域または同法第９条第１項に規定す

る土砂災害特別警戒区域 

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第

28条第１項に規定する鳥獣保護区 

(10) 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例（平成４年滋賀県条例第17号）第８

条第１項に規定するヨシ群落保全区域（以下「ヨシ群落保全区域」という。） 

(11) 滋賀県自然環境保全条例（昭和48年滋賀県条例第42号）第11条第１項に規定する

滋賀県自然環境保全地域または同条例第19条第１項に規定する緑地環境保全地域 

(12) ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例（平成18年滋賀県条例第４号）

第21条第１項に規定する生息・生育地保護区 

（追加〔令和８年規則15号〕） 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（一部改正〔平成11年規則15号〕） 

２ 第32条第１項の規定は、条例付則第５項の規則で定める軽微な変更について準用し、

同条第２項の規定は、条例付則第５項の規則で定める変更について準用する。 

（追加〔平成11年規則15号〕） 

３ 条例別表第15号に掲げる事業のうち、工業団地において行う事業であって平成23年９

月28日から平成26年９月27日までの間に当該事業に係る工事に着手するものについての
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別表第１の15の項の適用については、同項中「2,000立方メートル」とあるのは「5,000

立方メートル」と、「３キロリットル」とあるのは「10キロリットル」と、「10ヘクタ

ール」とあるのは「20ヘクタール」とする。 

（追加〔平成23年規則33号〕） 

付 則（平成11年規則第15号） 

この規則は、平成11年６月12日から施行する。ただし、第４条の次に３章および章名を

加える改正規定（第２章第１節に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

付 則（平成12年規則第48号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則（平成15年規則第43号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成15年規則第65号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成17年規則第１号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成21年規則第58号） 

この規則は、平成21年12月18日から施行する。 

付 則（平成22年規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成22年規則第８号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年規則第２号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成23年規則第33号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成23年規則第47号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第３の７の項の改正規定は、平成24

年４月１日から施行する。 
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付 則（平成25年規則第19号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

付 則（平成26年規則第５号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年規則第55号） 

この規則は、平成27年７月19日から施行する。 

付 則（平成28年規則第67号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第４条の規定による改正前の滋賀県農業協同組合検査規則の規定は、農業協同組合法

等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第63号。以下「改正法」という。）附則第

９条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会（以下この項において

「存続中央会」という。）については、存続中央会が解散した場合または改正法附則第

27条第１項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記

の時、改正法附則第12条または第21条の規定により組織変更する場合にあってはその組

織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。 

３ この規則の施行の際現に改正法第６条の規定による廃止前の農業倉庫業法（大正６年

法律第15号。以下この項において「旧農業倉庫業法」という。）第１条第１項に規定す

る農業倉庫業者である組合または旧農業倉庫業法第19条第１項に規定する連合農業倉庫

業者である農業協同組合連合会（以下この項において「旧農業倉庫業者等」という。）

については、次に掲げる日のいずれか早い日の前日までの間は、滋賀県農業倉庫業法施

行細則の規定は、なおその効力を有する。 

(1) 旧農業倉庫業者等が改正法第１条の規定による改正後の農業協同組合法（昭和22年

法律第132号）第10条第１項第８号の保管の事業を行うために必要な定款の変更につ

き同法第44条第２項の認可を受けた日 

(2) この規則の施行の日から起算して６月を経過した日 

付 則（令和３年規則第69号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（令和４年規則第８号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則（令和８年規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

（一部改正〔平成11年規則15号・15年65号・21年58号・22年８号・23年25号・

令和４年８号・８年15号〕） 

事業の種類 要件 

1 条例別表第1号に掲

げる事業 

(1) 道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第1号に規

定する道路（以下単に「道路」という。）の新設の事業（車線

の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である

道路を設けるものに限る。） 

(2) 道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数

を増加させ、または新たに道路を設けるもの（車線の数の増加

に係る部分（改築後の車線の数が4以上であるものに限る。）

および変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部

分（車線の数が4以上であるものに限る。）の長さの合計が7.5

キロメートル以上であるものに限る。） 

(3) 自然公園法第20条第1項または第73条第1項に規定する特別

地域（以下この号および次号において単に「特別地域」とい

う。）における道路の新設の事業（車線の数が2以上である道

路（林道にあっては、幅員が5メートルを超える林道。次号に

おいて同じ。）の新設であって、当該特別地域における長さの

合計が2キロメートル以上であるものに限る。） 

(4) 特別地域における道路の改築の事業であって、道路の区域を

変更して新たに道路を設けるもの（車線の数が2以上である道

路であって、新たに設けられる道路の部分の当該特別地域にお

ける長さの合計が2キロメートル以上であるものに限る。） 

2 条例別表第2号に掲

げる事業 

(1) ダムの新築の事業（河川管理施設等構造令（昭和51年政令第

199号）第2条第2号のサーチャージ水位（サーチャージ水位が

ないダムにあっては、同条第1号の常時満水位）における貯水

池の区域（以下「貯水区域」という。）の面積（以下「貯水面

積」という。）が50ヘクタール以上であるものに限る。） 

(2) ダムの改築の事業（改築後の貯水面積が50ヘクタール以上で

あって、かつ、貯水面積が25ヘクタール以上増加することとな
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るものに限る。） 

(3) 堰
せき

の新築の事業（計画湛
たん

水位（堰
せき

に関する計画において非洪

水時に堰
せき

においてたたえることとした流水の最高の水位で堰
せき

の

直上流部におけるものをいう。）における湛
たん

水区域（以下単に

「湛
たん

水区域」という。）の面積（以下「湛
たん

水面積」という。）

が50ヘクタール以上であるものに限る。） 

(4) 堰
せき

の改築の事業（改築後の湛
たん

水面積が50ヘクタール以上であ

って、かつ、湛
たん

水面積が25ヘクタール以上増加することとなる

ものに限る。） 

(5) 放水路または捷
しよう

水路の新築の事業（事業に伴い形状を変更

する土地の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。） 

(6) 湖沼水位調節施設の新築の事業（施設の操作により露出する

こととなる水底の最大の水平投影面積の合計が50ヘクタール以

上であるものに限る。） 

3 条例別表第3号に掲

げる事業 

(1) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道（以下単に

「鉄道」という。）の建設の事業（長さが7.5キロメートル以上

である鉄道を設けるものに限る。） 

(2) 鉄道に係る鉄道施設の改良（本線路の増設（1の停車場に係

るものを除く。）または地下移設、高架移設その他の移設（軽

微な移設を除く。）に限る。）の事業（改良に係る部分の長さ

が7.5キロメートル以上であるものに限る。） 

(3) 軌道法（大正10年法律第76号）による軌道（以下単に「軌

道」という。）の建設の事業（長さが7.5キロメートル以上であ

る軌道を設けるものに限る。） 

(4) 軌道に係る線路の改良（本線路の増設（1の停車場に係るも

のを除く。）または地下移設、高架移設その他の移設（軽微な

移設を除く。）に限る。）の事業（改良に係る部分の長さが7.5

キロメートル以上であるものに限る。） 

4 条例別表第4号に掲

げる事業 

(1) 飛行場およびその施設の設置の事業（長さが1,875メートル

以上である滑走路を設けるものに限る。） 

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業（新
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設する滑走路の長さが1,875メートル以上であるものに限る。）

(3) 滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業（延

長後の滑走路の長さが1,875メートル以上であり、かつ、滑走路

を375メートル以上延長するものに限る。） 

5 条例別表第5号に掲

げる事業 

(1) 水力発電所の設置の工事の事業（出力が20,000キロワット以

上である発電設備を設けるものに限る。） 

(2) 発電設備（出力が20,000キロワット以上であるものに限

る。）の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業 

(3) 火力発電所の設置の工事の事業（出力が20,000キロワット以

上である発電設備を設けるものに限る。） 

(4) 発電設備（出力20,000キロワット以上であるものに限る。）

の新設を伴う火力発電所の変更の工事の事業 

(5) 風力発電所の設置の工事の事業（出力が1,500キロワット以

上である発電設備を設けるものに限る。） 

(6) 発電設備（出力が1,500キロワット以上であるものに限

る。）の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 

6 条例別表第6号に掲

げる事業 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137

号）第8条第1項に規定するし尿処理施設（以下単に「し尿処理

施設」という。）の設置の事業（1日当たりの処理能力が100キ

ロリットル以上である施設を設けるものに限る。） 

(2) し尿処理施設の規模の変更の事業（1日当たりの処理能力が

100キロリットル以上増加するものに限る。） 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するご

み処理施設であって焼却により処理する施設または同法第15条

第1項に規定する産業廃棄物処理施設であって焼却により処理

する施設（以下「焼却施設」という。）の設置の事業（1時間

当たりの処理能力が4トン以上である施設を設けるものに限

る。） 

(4) 焼却施設の規模の変更の事業（1時間当たりの処理能力が4ト

ン以上増加するものに限る。） 

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一
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般廃棄物の最終処分場または同法第15条第1項に規定する産業

廃棄物の最終処分場（以下「廃棄物最終処分場」という。）の

設置の事業（敷地の面積が5ヘクタール以上であるものに限

る。） 

(6) 廃棄物最終処分場の規模の変更の事業（敷地の面積が5ヘク

タール以上増加するものに限る。） 

7 条例別表第7号に掲

げる事業 

(1) 下水道法（昭和33年法律第79号）第2条第6号に規定する終

末処理場（以下単に「終末処理場」という。）の新設の事業

（敷地の面積が5ヘクタール以上であるものに限る。） 

(2) 終末処理場の増設の事業（敷地の面積が5ヘクタール以上増

加するものに限る。） 

8 条例別表第8号に掲

げる事業 

水面の埋立てまたは干拓の事業（埋立てまたは干拓に係る区域

（以下「埋立干拓区域」という。）の面積が3ヘクタール以上で

あるものに限る。） 

9 条例別表第9号に掲

げる事業 

(1) 港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第2項に規定する地方

港湾（次号において単に「地方港湾」という。）の新設の事業 

(2) 地方港湾の港湾施設の改築の事業（港湾区域における改築に

係る部分の面積が3ヘクタール以上であるものに限り、維持ま

たは保全に係るものを除く。） 

10 条例別表第10号に

掲げる事業 

(1) 土石または砂利の採取（しゅんせつを含む。以下同じ。）の

事業であって、採取が河川法の適用を受ける琵琶湖および内湖

（以下この項において「琵琶湖等」という。）において行われ

るもの（当該採取の区域の面積が5ヘクタール以上のものに限

り、河川の管理および港湾の維持または保全に係るものを除

く。） 

(2) 土石および砂利の採取の事業であって、琵琶湖等以外の場所

において行われるもの（当該採取の区域の面積が20ヘクタール

（当該区域に自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合に

あっては、10ヘクタール）以上であるものに限り、河川の管理

に係るものを除く。） 

(3) 土石および砂利の採取の区域の変更の事業であって、琵琶湖
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等以外の場所において行われるもの（当該採取の区域の面積が

20ヘクタール（当該区域に自然公園区域が1ヘクタール以上含

まれる場合にあっては、10ヘクタール）以上増加するものに限

り、河川の管理に係るものを除く。） 

11 条例別表第11号に

掲げる事業 

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第2条第1項に規定す

る土地区画整理事業であって、次の各号のいずれかに該当するも

の 

(1) 施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの（施行区域の

面積が40ヘクタール未満であって、既存宅地を除いた部分の面

積が20ヘクタール未満であるものを除く。） 

(2) 施行区域に森林地域が15ヘクタール以上含まれるもの 

(3) 施行区域の面積が10ヘクタール以上であるものであって、当

該施行区域に自然公園区域が1ヘクタール以上含まれるもの 

12 条例別表第12号に

掲げる事業 

工場立地法（昭和34年法律第24号）第4条第1項第3号に規定す

る工業団地（以下単に「工業団地」という。）の造成の事業（事

業区域の面積が20ヘクタール（当該事業区域に森林地域が15ヘク

タール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域

が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール）以上

であるものに限る。） 

13 条例別表第13号に

掲げる事業 

住宅およびその他の宅地の用に供するための土地の造成（当該

土地の造成と併せて整備される道路、排水施設、緑地その他の施

設の用に供するための土地の造成を含む。）の事業（事業区域の

面積が20ヘクタール（当該事業区域に森林地域が15ヘクタール以

上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘク

タール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール）以上であるも

のに限る。） 

14 条例別表第14号に

掲げる事業 

(1) 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物および当

該工作物と一体として整備される施設（以下「工作物等」とい

う。）の新設の事業（敷地の面積が20ヘクタール（当該敷地に

森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタ

ール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあって
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は10ヘクタール）以上であるものに限る。） 

(2) 工作物等の増設の事業（増設に係る敷地の面積が20ヘクター

ル（当該敷地に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあ

っては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれ

る場合にあっては10ヘクタール）以上であるものに限る。） 

15 条例別表第15号に

掲げる事業 

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第2条第2項に規定する

ばい煙発生施設、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設

または騒音規制法（昭和43年法律第98号）第2条第1項に規定する

特定施設を有する製造業、ガス供給業または熱供給業に係る工場

または事業場（以下「工場等」という。）の新設または増設の事

業（条例の規定に基づきまたは条例付則第2項の行政指導等の定

めるところに従って環境影響評価が実施された工業団地における

事業であって、知事が別に定めるものを除く。）であって、次の

各号のいずれかに該当するもの 

(1) 工場等の新設であって、水質汚濁防止法第2条第6項に規定す

る排出水（専ら冷却の用に供された後に排出される水を除く。

以下同じ。）の1日当たりの平均的な量が2,000立方メートル以

上であるもの 

(2) 工場等の増設であって、1日当たりの平均的な排出水の量が

2,000立方メートル以上増加するもの 

(3) 工場等の新設であって、当該工場等において1時間当たり使

用する最大の燃料の数量（発熱量39メガジュールに相当する当

該燃料の数量が重油1リットルに相当するものとして、重油の

数量に換算した数量をいう。以下同じ。）が3キロリットル以

上であるもの 

(4) 工場等の増設であって、当該工場等において1時間当たり使

用する最大の燃料の数量が3キロリットル以上増加するもの 

(5) 工場等の新設であって、当該工場等の敷地（次に掲げる土地

の部分を除く。次号において同じ。）の面積が20ヘクタール

（当該敷地に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっ

ては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる
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場合にあっては10ヘクタール）以上であるもの 

ア 既に工場等の敷地である土地 

イ 工場等の敷地であった土地であって、次のいずれにも該当

するもの 

（ア） 当該工場等の廃止の日から起算して10年を経過して

いないこと。 

（イ） 当該工場等の廃止の日以後、工場等の敷地の用途以

外の用途に供されたことがないこと。 

(6) 工場等の増設であって、当該工場等の敷地の面積が20ヘクタ

ール（増設に係る敷地に森林地域が15ヘクタール以上含まれる

場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以

上含まれる場合にあっては10ヘクタール）以上増加するもの 

16 条例別表第16号に

掲げる事業 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第1号に規定する建

築物であって、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第2条

第1項第6号に規定する建築物の高さが60メートル以上であるもの

（以下「高層建築物」という。）の新築、増築または改築の事業

（条例の規定に基づき第11項から第13項までに規定する事業とし

て環境影響評価が実施された宅地における事業であって、知事が

別に定めるものを除く。）であって、次の各号のいずれかに該当

するもの 

(1) 高層建築物の新築の事業（建築基準法施行令第2条第1項第4

号に規定する延べ面積（一団の土地に1の事業として2以上の高

層建築物を建築する場合にあっては、それらの延べ面積を合計

したもの。以下この項において同じ。）が50,000平方メートル

以上であるものに限る。） 

(2) 高層建築物の増築の事業（延べ面積が50,000平方メートル以

上増加するものに限る。） 

(3) 高層建築物の改築の事業（改築に係る部分の延べ面積が

50,000平方メートル以上であるものに限る。） 

17 第3条第1号に掲げ

る事業 

(1) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の設置の事業（設

置に伴い土地の形状を変更する部分の面積が20ヘクタール（当
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該部分に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては

15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合

にあっては10ヘクタール）以上であるものに限る。） 

(2) 都市公園の変更の事業（変更に伴い土地の形状を変更する部

分の面積が20ヘクタール（当該部分に森林地域が15ヘクタール

以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1

ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール）以上で

あるものに限る。） 

18 第3条第2号に掲げ

る事業 

(1) スキー場およびこれと一体として整備される施設の設置の事

業（設置に伴い土地の形状を変更する部分の面積が20ヘクター

ル（当該部分に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあ

っては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれ

る場合にあっては10ヘクタール）以上であるものに限る。） 

(2) スキー場およびこれと一体として整備される施設の規模の変

更の事業（変更に伴い土地の形状を変更する部分の面積が20ヘ

クタール（当該部分に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場

合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上

含まれる場合にあっては10ヘクタール）以上であるものに限

る。） 

別表第２（第24条関係） 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成21年規則58号〕） 

対象事業の区分 事業の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件 

1 別表第1の1の

項に該当する対

象事業 

道路の長さ 道路の長さが20パーセント以上増加しない

こと。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から100メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域

とならないこと。 

車線の数 車線の数が増加しないこと。 

設計速度 設計速度が増加しないこと。 

2 別表第1の2の

項第1号または

貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前

の貯水面積の20パーセント未満であるこ
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第2号に該当す

る対象事業 

と。 

コンクリートダムまたは

フィルダムの別 

 

3 別表第1の2の

項第3号または

第4号に該当す

る対象事業 

湛
たん

水区域の位置 新たに湛
たん

水区域となる部分の面積が修正前

の湛
たん

水面積の20パーセント未満であるこ

と。 

固定堰
ぜき

または可動堰
ぜき

の別  

4 別表第1の2の

項第5号に該当

する対象事業 

放水路または捷
しよう

水路の区

域の位置 

新たに放水路または捷
しよう

水路の区域となる部

分の面積が修正前の当該区域の面積の20パ

ーセント未満であること。 

5 別表第1の2の

項第6号に該当

する対象事業 

湖沼水位調節施設の操作

により最大限に露出する

こととなる水底の区域

（以下「湖沼開発区域」

という。）の位置 

新たに湖沼開発区域となる部分の水平投影

面積が修正前の湖沼開発区域の面積の20パ

ーセント未満であること。 

6 別表第1の3の

項に該当する対

象事業 

鉄道または軌道の長さ 鉄道または軌道の長さが20パーセント以上

増加しないこと。 

本線路施設区域（別表第1

の3の項に該当する対象事

業実施区域から車庫また

は車両検査修繕施設の区

域を除いたものをいう。

以下同じ。）の位置 

修正前の本線路施設区域から100メートル以

上離れた区域が新たに本線路施設区域とな

らないこと。 

本線路（1の停車場に係る

ものを除く。以下同

じ。）の数 

本線路の増設がないこと。 

鉄道の施設の設計の基礎

となる列車または軌道の

施設の設計の基礎となる

車両の最高速度（以下

「列車等最高速度」とい

列車等最高速度が地上の部分において10キ

ロメートル毎時を超えて増加しないこと。 
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う。） 

7 別表第1の4の

項に該当する対

象事業 

滑走路の長さ 滑走路の長さが300メートルを超えて増加し

ないこと。 

飛行場およびその施設の

区域の位置 

新たに飛行場およびその施設の区域となる

部分の面積が20ヘクタール未満であるこ

と。 

8 別表第1の5の

項第1号または

第2号に該当す

る対象事業 

発電所または発電設備の

出力 

発電所または発電設備の出力が10パーセン

ト以上増加しないこと。 

ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が

修正前の貯水面積の20パーセント未満であ

ること。 

堰
せき

の湛
たん

水区域の位置 新たに堰
せき

の湛
たん

水区域となる部分の面積が修

正前の湛
たん

水面積の20パーセント未満であ

り、または1ヘクタール未満であること。 

コンクリートダムまたは

フィルダムの別 

 

9 別表第1の5の

項第3号または

第4号に該当す

る対象事業 

発電所または発電設備の

出力 

発電所または発電設備の出力が10パーセン

ト以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域

とならないこと。 

原動力についての汽力、

ガスタービン、内燃力ま

たはこれらを組み合わせ

たものの別 

 

燃料の種類  

9の2 別表第1の5

の項第5号また

は第6号に該当

する対象事業 

発電所または発電設備の

出力 

発電所または発電設備の出力が10パーセン

ト以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域

とならないこと。 
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10 別表第1の6の

項第1号から第4

号までに該当す

る対象事業 

処理能力 処理能力が10パーセント以上増加しないこ

と。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域

とならないこと。 

11 別表第1の6の

項第5号または

第6号に該当す

る対象事業 

廃棄物最終処分場の位置 新たに廃棄物最終処分場の敷地となる部分

の面積が修正前の当該敷地の面積の20パー

セント未満であること。 

遮断型最終処分場、安定

型最終処分場もしくは管

理型最終処分場または一

般廃棄物の最終処分場の

別 

 

12 別表第1の7の

項に該当する対

象事業 

終末処理場の位置 新たに終末処理場の敷地となる部分の面積

が修正前の当該敷地の面積の20パーセント

未満であること。 

排出される処理水の量 排出される処理水の量が10パーセント以上

増加しないこと。 

13 別表第1の8の

項に該当する対

象事業 

埋立干拓区域の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修

正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント

未満であり、または1ヘクタール未満である

こと。 

14 別表第1の9の

項に該当する対

象事業 

対象事業実施区域（港湾

区域に限る。この項にお

いて同じ。）の位置 

新たに対象事業実施区域となる部分の面積

が修正前の対象事業実施区域の面積の20パ

ーセント未満であり、または1ヘクタール未

満であること。 

15 別表第1の10

の項に該当する

対象事業 

採取の区域の位置 新たに採取の区域となる部分の面積が修正

前の当該区域の面積の20パーセント未満で

あること。 

採取される土石または砂

利の量 

採取される土石または砂利の量が20パーセ

ント以上増加しないこと。 
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16 別表第1の11

の項から13の項

までに該当する

対象事業 

施行区域または事業区域

の位置 

新たに施行区域または事業区域となる部分

の面積が修正前の施行区域または事業区域

の面積の20パーセント未満であり、かつ、

10ヘクタール未満であること。 

17 別表第1の14

の項に該当する

対象事業 

工作物等の位置 新たに工作物等の敷地となる部分の面積が

修正前の当該敷地の面積の20パーセント未

満であり、かつ、10ヘクタール未満である

こと。 

18 別表第1の15

の項第1号また

は第2号に該当

する対象事業 

排出水の量 1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセ

ント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域

とならないこと。 

19 別表第1の15

の項第3号また

は第4号に該当

する対象事業 

燃料使用量 1時間当たり使用する最大の燃料の数量が10

パーセント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域

とならないこと。 

20 別表第1の15

の項第5号また

は第6号に該当

する対象事業 

工場等の位置 新たに工場等の敷地となる部分の面積が修

正前の当該敷地の面積の20パーセント未満

であること。 

排出水の量 増加することとなる1日当たりの平均的な排

出水の量が10パーセント未満であり、また

は200立方メートル未満であること。 

燃料使用量 増加することとなる1時間当たり使用する最

大の燃料の数量が10パーセント未満であ

り、または300リットル未満であること。 

21 別表第1の16

の項に該当する

対象事業 

延べ面積 増加することとなる延べ面積が修正前の延

べ面積の20パーセント未満であること。 

対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から100メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区域
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とならないこと。 

高層建築物の高さ 高層建築物の高さが10メートルを超えて増

加しないこと。 

22 別表第1の17

の項または18の

項に該当する対

象事業 

土地の形状を変更する部

分の位置 

新たに土地の形状を変更する部分の面積が

修正前の当該部分の面積の20パーセント未

満であること。 

別表第３（第27条、第37条関係） 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成12年規則48号・15年65号・22年

１号・８号・23年２号・47号・27年55号・28年67号〕） 

事業の種類 条例第22条第2項の規則で定める

行為 

条例第29条第1項の規則で定める行

為 

1 条例別表第1号

に掲げる事業 

(1) 道路法（昭和27年法律第180

号）第18条第1項の規定による

区域の決定の公示または同法第

74条の規定による認可の申請 

(2) 自然公園法第20条第3項もし

くは第21条第3項の規定による

許可の申請または同法第68条第

1項（同法第79条第2項において

その例によることとされる場合

を含む。以下同じ。）の規定に

よる協議 

(3) 滋賀県立自然公園条例（昭和

40年滋賀県条例第30号）第16条

第3項の規定による許可の申請 

道路法第74条の規定による認可 

2 条例別表第2号

に掲げる事業 

(1) 河川法第20条の規定による承

認の申請 

(2) 河川法第23条、第24条、第

26条第1項もしくは第27条第1項

の規定による許可の申請または

(1) 河川法第20条の規定による承

認 

(2) 河川法第23条、第24条、第26

条第1項もしくは第27条第1項の

規定による許可または同法第79条
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同法第79条第1項（河川法施行

令（昭和40年政令第14号）第45

条第2号に係る場合に限る。以

下同じ。）の規定による認可の

申請 

(3) 河川法第95条の規定による協

議 

(4) 水資源開発公団法（昭和36年

法律第218号）第20条第1項の規

定による協議 

(5) 特定多目的ダム法（昭和32年

法律第35号）第4条第4項の規定

による意見の聴取 

第1項の規定による認可 

(3) 河川法第95条の規定による協

議 

(4) 水資源開発公団法第20条第1項

の規定による協議 

3 条例別表第3号

に掲げる事業 

(1) 鉄道事業法第8条第1項、第9

条第1項または第12条第1項の規

定による認可の申請 

(2) 軌道法第5条第1項または第

33条（軌道法施行令（昭和28年

政令第258号）第6条第1項に係

る場合に限る。以下同じ。）の

規定による認可の申請 

(1) 鉄道事業法第8条第1項、第9条

第1項または第12条第1項の規定

による認可 

(2) 軌道法第5条第1項または第33

条の規定による認可 

4 条例別表第4号

に掲げる事業 

航空法（昭和27年法律第231号）

第38条第1項もしくは第43条第1項

の規定による許可の申請または同

法第55条の2第2項において準用す

る同法第38条第3項の規定による

告示 

航空法第38条第1項または第43条第

1項の規定による許可 

5 条例別表第5号

に掲げる事業 

電気事業法（昭和39年法律第170

号）第47条第1項もしくは第2項の

規定による認可の申請または同法

第48条第1項の規定による届出 

電気事業法第47条第1項もしくは第

2項の規定による認可または同法第

48条第1項の規定による届出に係る

審査 
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6 条例別表第6号

に掲げる事業 

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第8条第1項、第9条第1項、第15

条第1項もしくは第15条の2の6第1

項の規定による許可の申請または

同法第9条の3第1項もしくは第8項

の規定による届出 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第8条第1項、第9条第1項、第15条

第1項もしくは第15条の2の6第1項

の規定による許可または同法第9条

の3第1項もしくは第8項の規定によ

る届出に係る審査 

7 条例別表第7号

に掲げる事業 

下水道法第4条第2項（同条第6項

において準用する場合を含む。）

または第25条の11第2項（同条第7

項において準用する場合を含む。

以下同じ。）の規定による協議な

らびに同法第4条第4項または第25

条の11第5項の規定による届出 

下水道法第4条第2項または第25条

の11第2項の規定による協議 

8 条例別表第8号

に掲げる事業 

(1) 公有水面埋立法（大正10年法

律第57号）第2条第1項の規定に

よる免許の申請 

(2) 都市計画法第29条、第35条

の2第1項（附則第5項において

準用する場合を含む。以下同

じ。）または附則第4項の規定

による許可の申請（以下「都市

計画法の規定による許可の申

請」という。） 

(1) 公有水面埋立法第2条第1項の

規定による免許 

(2) 都市計画法第29条、第35条の2

第1項または附則第4項の規定によ

る許可（以下「都市計画法の規定

による許可」という。） 

9 条例別表第9号

に掲げる事業 

(1) 河川法第24条、第26条第1項

または第27条第1項の規定によ

る許可の申請 

(2) 港湾法第3条の3第10項の規

定による公示 

河川法第24条、第26条第1項または

第27条第1項の規定による許可 

10 条例別表第10

号に掲げる事業 

(1) 採石法（昭和25年法律第291

号）第33条の規定による認可の

申請または同法第42条の2の規

(1) 採石法第33条の規定による認

可または同法第42条の2の規定に

よる協議 
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定による協議 

(2) 砂利採取法（昭和43年法律第

74号）第16条の規定による認可

の申請または同法第43条の規定

による協議 

(3) 河川法第25条の規定による許

可の申請 

(4) 自然公園法第20条第3項もし

くは第21条第3項の規定による

許可の申請、同法第33条第1項

の規定による届出、同法第68条

第1項の規定による協議または

同法第68条第3項（同法第79条

第2項においてその例によるこ

ととされる場合を含む。以下同

じ。）の規定による通知（以下

「自然公園法の規定による許可

の申請等」という。） 

(5) 滋賀県立自然公園条例第16条

第3項の規定による許可の申請

または同条例第26条第1項の規

定による届出（以下「自然公園

条例の規定による許可の申請

等」という。） 

(2) 砂利採取法第16条の規定によ

る認可または同法第43条の規定に

よる協議 

(3) 河川法第25条の規定による許

可 

11 条例別表第11

号に掲げる事業 

(1) 土地区画整理法第4条第1項、

第10条第1項、第14条第1項もし

くは第2項、第39条第1項、第52

条第1項、第55条第12項、第71

条の2第1項または第71条の3第

14項の規定による認可の申請 

(2) 森林法（昭和26年法律第249

(1) 土地区画整理法第4条第1項、

第10条第1項、第14条第1項もし

くは第2項、第39条第1項、第52

条第1項、第55条第12項、第71条

の2第1項または第71条の3第14項

の規定による認可 

(2) 森林法第10条の2第1項の規定
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号）第10条の2第1項の規定によ

る許可の申請または同法第27条

第1項の規定による保安林の解

除の申請（以下「森林法の規定

による許可の申請等」とい

う。） 

(3) 自然公園法の規定による許可

の申請等 

(4) 自然公園条例の規定による許

可の申請等 

による許可または同法第27条第1

項の規定による申請に係る保安林

の解除（以下「森林法の規定によ

る許可等」という。） 

12 条例別表第12

号に掲げる事業 

(1) 都市計画法の規定による許可

の申請 

(2) 都市計画法第59条第1項、第

2項もしくは第4項もしくは第63

条第1項の規定による認可の申

請または同法第59条第3項もし

くは第63条第1項の規定による

承認の申請（以下「都市計画法

の規定による認可等の申請」と

いう。） 

(3) 農地法（昭和27年法律第229

号）第4条第1項または第5条第1

項の規定による許可の申請（同

法第4条第8項または第5条第4項

の規定により許可があったもの

とみなされる場合における協議

を含む。以下「農地法の規定に

よる許可の申請」という。） 

(4) 森林法の規定による許可の申

請等 

(5) 自然公園法の規定による許可

(1) 都市計画法の規定による許可 

(2) 都市計画法第59条第1項、第2

項もしくは第4項もしくは第63条

第1項の規定による認可または同

法第59条第3項もしくは第63条第

1項の規定による承認（以下「都

市計画法の規定による認可等」と

いう。） 

(3) 農地法第4条第1項または第5条

第1項の規定による許可（同法第4

条第8項または第5条第4項の規定

により許可があったものとみなさ

れる場合における協議の成立を含

む。以下「農地法の規定による許

可」という。） 

(4) 森林法の規定による許可等 
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の申請等 

(6) 自然公園条例の規定による許

可の申請等 

13 条例別表第13

号に掲げる事業 

(1) 都市計画法の規定による許可

の申請 

(2) 都市計画法の規定による認可

等の申請 

(3) 農地法の規定による許可の申

請 

(4) 森林法の規定による許可の申

請等 

(5) 自然公園法の規定による許可

の申請等 

(6) 自然公園条例の規定による許

可の申請等 

(1) 都市計画法の規定による許可 

(2) 都市計画法の規定による認可

等 

(3) 農地法の規定による許可 

(4) 森林法の規定による許可等 

14 条例別表第14

号に掲げる事業 

(1) 都市計画法の規定による許可

の申請 

(2) 農地法の規定による許可の申

請 

(3) 森林法の規定による許可の申

請等 

(4) 自然公園法の規定による許可

の申請等 

(5) 自然公園条例の規定による許

可の申請等 

(1) 都市計画法の規定による許可 

(2) 農地法の規定による許可 

(3) 森林法の規定による許可等 

15 条例別表第15

号に掲げる事業 

工場立地法第6条第1項または第8

条第1項の規定による届出 

工場立地法第6条第1項または第8条

第1項の規定による届出に係る審査 

16 条例別表第16

号に掲げる事業 

(1) 建築基準法（昭和25年法律第

201号）第6条第1項の規定によ

る確認の申請または同法第18条

第2項の規定による通知 

(1) 建築基準法第6条第1項の規定

による確認または同法第18条第2

項の規定による通知に係る審査 

(2) 都市再開発法第7条の9第1項の
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(2) 都市再開発法（昭和44年法律

第38号）第7条の9第1項の規定

による認可の申請 

規定による認可 

17 第3条第1号に

掲げる事業 

(1) 都市計画法の規定による認可

等の申請 

(2) 森林法の規定による許可の申

請等 

(3) 自然公園法の規定による許可

の申請等 

(4) 自然公園条例の規定による許

可の申請等 

(1) 都市計画法の規定による認可

等 

(2) 森林法の規定による許可等 

18 第3条第2号に

掲げる事業 

(1) 森林法の規定による許可の申

請等 

(2) 自然公園法の規定による許可

の申請等 

(3) 自然公園条例の規定による許

可の申請等 

森林法の規定による許可等 

別表第４（第32条関係） 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成21年規則58号〕） 

対象事業の区分 事業の諸元 手続を経ることを要しない変更の要件 

1 別表第1の1の項

に該当する対象事

業 

道路の長さ 道路の長さが10パーセント以上増加しな

いこと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から100メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

車線の数 車線の数が増加しないこと。 

設計速度 設計速度が増加しないこと。 

盛土、切土、トンネル、

橋もしくは高架またはそ

の他の構造の別 

盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架

またはその他の構造の別が連続した1,000

メートル以上の区間において変更しない

こと。 
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インターチェンジの区域

の位置 

変更前のインターチェンジの区域から500

メートル以上離れた区域が新たにインタ

ーチェンジの区域とならないこと。 

2 別表第1の2の項

第1号または第2号

に該当する対象事

業 

貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が変更

前の貯水面積の10パーセント未満である

こと。 

コンクリートダムまたは

フィルダムの別 

 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から500メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

3 別表第1の2の項

第3号または第4号

に該当する対象事

業 

湛
たん

水区域の位置 新たに湛
たん

水区域となる部分の面積が変更

前の湛
たん

水面積の10パーセント未満である

こと。 

固定堰
ぜき

または可動堰
ぜき

の別  

堰
せき

の位置 堰
せき

の両端のいずれかが500メートル以上移

動しないこと。 

4 別表第1の2の項

第5号に該当する対

象事業 

放水路または捷
しよう

水路の区

域の位置 

新たに放水路または捷
しよう

水路の区域となる

部分の面積が変更前の当該区域の面積の

10パーセント未満であること。 

5 別表第1の2の項

第6号に該当する対

象事業 

湖沼開発区域の位置 新たに湖沼開発区域となる部分の水平投

影面積が変更前の湖沼開発区域の面積の

10パーセント未満であること。 

6 別表第1の3の項

に該当する対象事

業 

鉄道または軌道の長さ 鉄道または軌道の長さが10パーセント以

上増加しないこと。 

本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から100メートル

以上離れた区域が新たに対象事業実施区

域とならないこと。 

本線路の数 本線路の増設がないこと。 

列車等最高速度 列車等最高速度が地上の部分において10

キロメートル毎時を超えて増加しないこ
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と。 

運行される列車または車

両の本数 

地上の部分において、運行される列車ま

たは車両の本数が10パーセント以上増加

せず、または1日当たり10本を超えて増加

しないこと。 

盛土、切土、トンネルも

しくは地下、橋もしくは

高架またはその他の構造

の別 

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋

もしくは高架またはその他の構造の別が

連続した1,000メートル以上の区間におい

て変更しないこと。 

車庫または車両検査修繕

施設の区域の位置 

車庫または車両検査修繕施設の区域の面

積が5ヘクタール以上増加しないこと。 

7 別表第1の4の項

に該当する対象事

業 

滑走路の長さ 滑走路の長さが300メートルを超えて増加

しないこと。 

飛行場およびその施設の

区域の位置 

新たに飛行場およびその施設の区域とな

る部分の面積が20ヘクタール未満である

こと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から500メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

利用を予定する航空機の

種類または数 

変更前の飛行場周辺区域（公共用飛行場

周辺における航空機騒音による障害の防

止等に関する法律施行令（昭和42年政令

第284号）第6条の規定を適用した場合に

おける同条の値が75以上となる区域をい

う。）から500メートル以上離れた陸地の

区域が新たに飛行場周辺区域とならない

こと。 

8 別表第1の5の項

第1号または第2号

に該当する対象事

業 

発電所または発電設備の

出力 

発電所または発電設備の出力が10パーセ

ント以上増加しないこと。 

ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積

が変更前の貯水面積の10パーセント未満
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であること。 

堰
せき

の湛
たん

水区域の位置 新たに堰
せき

の湛
たん

水区域となる部分の面積が

変更前の湛
たん

水面積の10パーセント未満で

あり、または1ヘクタール未満であるこ

と。 

コンクリートダムまたは

フィルダムの別 

 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から500メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

減水区間の位置 新たに減水区間となる部分の長さが変更

前の減水区間の長さの20パーセント未満

であり、または100メートル未満であるこ

と。 

9 別表第1の5の項

第3号または第4号

に該当する対象事

業 

発電所または発電設備の

出力 

発電所または発電設備の出力が10パーセ

ント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から100メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

原動力についての汽力、

ガスタービン、内燃力ま

たはこれらを組み合わせ

たものの別 

 

燃料の種類  

燃料使用量 年間の燃料使用量の増加が10パーセント

未満であり、かつ、1時間当たりの最大の

燃料使用量の増加が10パーセント未満で

あること。 

煙突の高さ 煙突の高さが10パーセント以上減少しな

いこと。 

9の2 別表第1の5の 発電所または発電設備の 発電所または発電設備の出力が10パーセ
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項第5号または第6

号に該当する対象

事業 

出力 ント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から300メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

10 別表第1の6の項

第1号から第4号ま

でに該当する対象

事業 

処理能力 処理能力が10パーセント以上増加しない

こと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から100メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

11 別表第1の6の項

第5号または第6号

に該当する対象事

業 

廃棄物最終処分場の位置 新たに廃棄物最終処分場の敷地となる部

分の面積が変更前の当該敷地の面積の10

パーセント未満であること。 

遮断型最終処分場、安定

型最終処分場もしくは管

理型最終処分場または一

般廃棄物の最終処分場の

別 

 

12 別表第1の7の項

に該当する対象事

業 

終末処理場の位置 新たに終末処理場の敷地となる部分の面

積が変更前の当該敷地の面積の10パーセ

ント未満であること。 

排出される処理水の量 排出される処理水の量が10パーセント以

上増加しないこと。 

13 別表第1の8の項

に該当する対象事

業 

埋立干拓区域の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が

変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセ

ント未満であり、または1ヘクタール未満

であること。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から300メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

14 別表第1の9の項

に該当する対象事

対象事業実施区域（港湾

区域に限る。この項にお

新たに対象事業実施区域となる部分の面

積が変更前の対象事業実施区域の面積の
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業 いて同じ。）の位置 10パーセント未満であり、または1ヘクタ

ール未満であること。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から300メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

15 別表第1の10の

項に該当する対象

事業 

採取の区域の位置 新たに採取の区域となる部分の面積が変

更前の当該区域の面積の10パーセント未

満であること。 

採取される土石または砂

利の量 

採取される土石または砂利の量が10パー

セント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から300メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

16 別表第1の11の

項から13の項まで

に該当する対象事

業 

施行区域または事業区域

の位置 

新たに施行区域または事業区域となる部

分の面積が変更前の施行区域または事業

区域の面積の10パーセント未満であり、

かつ、5ヘクタール未満であること。 

土地の利用計画における

工業の用、商業の用、住

宅の用またはその他の利

用目的ごとの土地の面積 

土地の利用計画における工業の用の土地

の面積が変更前の当該土地の面積の20パ

ーセント以上増加せず、または5ヘクター

ル以上増加しないこと。 

17 別表第1の14の

項に該当する対象

事業 

工作物等の位置 新たに工作物等の敷地となる部分の面積

が変更前の当該敷地の面積の10パーセン

ト未満であり、かつ、5ヘクタール未満で

あること。 

18 別表第1の15の

項第1号または第2

号に該当する対象

事業 

排出水の量 1日当たりの平均的な排出水の量が10パー

セント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から100メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

19 別表第1の15の 燃料使用量 1時間当たり使用する最大の燃料の数量が
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項第3号または第4

号に該当する対象

事業 

10パーセント以上増加しないこと。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から100メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

20 別表第1の15の

項第5号または第6

号に該当する対象

事業 

工場等の位置 新たに工場等の敷地となる部分の面積が

変更前の当該敷地の面積の10パーセント

未満であること。 

排出水の量 増加することとなる1日当たりの平均的な

排出水の量が10パーセント未満であり、

または200立方メートル未満であること。 

燃料使用量 増加することとなる1時間当たり使用する

最大の燃料の数量が10パーセント未満で

あり、または300リットル未満であるこ

と。 

21 別表第1の16の

項に該当する対象

事業 

延べ面積 増加することとなる延べ面積が変更前の

延べ面積の10パーセント未満であるこ

と。 

対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から50メート

ル以上離れた区域が新たに対象事業実施

区域とならないこと。 

高層建築物の高さ 高層建築物の高さが10メートルを超えて

増加しないこと。 

22 別表第1の17の

項または18の項に

該当する対象事業 

土地の形状を変更する部

分の位置 

新たに土地の形状を変更する部分の面積

が変更前の当該部分の面積の10パーセン

ト未満であること。 

別表第５（第37条関係） 

（追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成12年規則48号・15年65号・22年

８号・23年47号・令和８年15号〕） 

区域等 条例第29条第1項の規則で定める行為 

自然公園区域 自然公園法第20条第3項もしくは第21条第3項の

規定による許可、同法第33条第1項の規定によ
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る届出に係る審査、同法第68条第1項の規定に

よる協議もしくは同法第68条第3項の規定によ

る通知に係る審査または滋賀県立自然公園条例

第16条第3項の規定による許可もしくは同条例

第26条第1項の規定による届出に係る審査 

ヨシ群落保全区域 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例第

11条第1項もしくは第12条第1項の規定による許

可、同条例第14条第1項の規定による届出に係

る審査または同条例第17条第1項の規定による

協議 

景観法（平成16年法律第110号）第8条第2

項第1号に規定する景観計画区域 

景観法第16条第1項もしくは第2項の規定による

届出または同条第5項の規定による通知に係る

審査 

都市計画法第8条第1項第7号に規定する風

致地区 

滋賀県風致地区内における建築等の規制に関す

る条例（昭和45年滋賀県条例第24号）第2条第1

項の規定による許可または同条第3項の規定に

よる協議 

 


